
中小企業・小規模事業者を支援し、最低賃金の大幅な引上げを求める意見書 

 政府の統計では、雇用労働者の４割が非正規雇用になり、４人に１人が懸命に働い

ても年収２００万円に届かないワーキング・プアという状況におかれている。こうし

た不安定雇用と低賃金は、とりわけ若者の自立や結婚、出産・育児等にも影響を与え

ており、大きな社会問題となっている。 

 その点で、地域別最低賃金がきわめて低い水準にあることは問題である。２０１８

年の地域別最低賃金は、最高の東京都で時給９８５円、福島県では７７２円、最も低

い県では７６１円である。福島県においては、フルタイムで働いても月収は約１３万

円にすぎず、自立した生活を送ることはできない。 

 また、福島県と東京都では、同じ仕事をしても時給で２１３円、月額換算で約３万

３千円余、年額換算では約３９万円もの格差があるため、若い労働者の県外流出の要

因ともなっている。原発事故からの復興をめざす福島県にとって、こうした地域間格

差を是正し、最低賃金を大幅に引き上げることが必要である。 

 ２０１０年６月の「雇用戦略対話」では、「できる限り早期に全国最低８００円を確

保し、景気状況に配慮しつつ、２０２０年までに全国平均１，０００円を目指す」と

した「政労使合意」も確認されている。最低賃金の引き上げのためには、欧米諸国の

ように政府が率先して大規模な中小企業支援策を講じる必要がある。福島地方最低賃

金審議会は、２０１６年以降の「答申」において、福島県における中小企業・小規模

事業者の経営が依然として、厳しい実態にあることを踏まえ、「政府におかれては、社

会保険料の減免等即応性・実効性の高い施策の実施に積極的に取り組むこと」を求め

ている。 

 よって、国においては、下記の施策を講じるよう強く要望する。 

記 

１ ２０１０年６月の雇用戦略対話にもとづく政労使合意を２０２０年までに確実に

実行し、最低賃金の大幅引き上げを行うこと。 

２ 全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策をすすめ、

福島県内の労働力確保、人口流出抑制・防止を見据えた金額とすること。 

３ 中小企業・小規模事業者の負担を軽減するための直接支援として、社会保険料の

減免等即応性・実効性の高い施策の実施に積極的に取り組むこと。 



４ 一般労働者の賃金引き上げ時期を踏まえ、福島県最低賃金の改定諮問時期を可能

な限り早め早期発効に努めること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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